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違法性阻却事由としての「社会常規に反しない行為」（韓国刑法第二〇条）の意義

違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
「
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」　　

 
　
（
韓
国
刑
法
第
二
〇
条
）
の
意
義

金　
　
　
　

日　
　

秀

孫　
　

麗　

玉　
　
　

太　

田　

達　

也
／
共
訳

一　

問
題
提
起

二　

社
会
常
規
の
意
味
と
機
能

三　

社
会
常
規
無
用
論

四　

社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
類
型

五　

余
論

　
〔
訳
者
ま
え
が
き
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
に
慶
應
義
塾
大
学
刑
事
法
研
究
会
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
金
日
秀
・
刑
事
政
策

研
究
院
院
長
（
高
麗
大
学
名
誉
教
授
）
に
よ
る
「
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
と
題
し
た
講
演
の
原
稿
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

翻
訳
は
孫
麗
玉
（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
後
期
博
士
課
程
）
と
太
田
達
也
（
法
学
部
）
が
共
同
で
行
い
、
井
田
良
（
本
塾
常
任
理
事
・
大
学
院

法
務
研
究
科
教
授
）
が
最
終
的
な
内
容
の
確
認
を
行
っ
た
。
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一　

問
題
提
起

　

前
世
紀
、
日
本
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
刑
法
の
法
制
度
と
学
説
を
継
受
し
た
韓
国
刑
法
（
一
九
五
三
年
制
定
。
そ
の
後
、
数
回
の
一
部
改

正
）
は
、
そ
う
し
た
事
実
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
制
度
で
ド
イ
ツ
刑
法
や
日
本
刑
法
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
性
を
有
し
て
い

る
。
そ
の
一
つ
の
例
が
、
韓
国
刑
法
二
〇
条
の
正
当
行
為
の
規
定
で
あ
る
。
韓
国
刑
法
二
〇
条
は
、「
法
令
に
よ
る
行
為
又
は
業
務

に
よ
る
行
為
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
は
罰
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
実
現
行
為
が
、
正
当

防
衛
（
二
一
条
）、
緊
急
避
難
（
二
二
条
）、
自
救
行
為
（
二
三
条
）、
被
害
者
の
承
諾
（
二
四
条
）
等
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も
、
そ

れ
が
「
法
令
に
よ
る
行
為
」
や
、「
業
務
に
よ
る
行
為
」、「
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
に
あ
た
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
当

行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
犯
罪
が
成
立
し
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
一
般
条
項
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
も
の
だ
と
い

う
点
、
す
べ
て
の
個
別
的
な
正
当
化
事
由
以
外
の
超
法
規
的
な
正
当
化
事
由
を
包
括
す
る
場
合
と
し
て
、
違
法
性
の
評
価
段
階
で
包

括
的
・
補
充
的
・
最
終
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
何
の
異
論
も
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
適
法
行
為
と
違
法
行

為
を
限
界
づ
け
る
最
終
的
な
境
界
線
が
ま
さ
に
社
会
常
規
違
反
の
有
無
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
意
見
が
一
致
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
は
た
し
て
社
会
常
規
が
、
こ
の
よ
う
な
限
界
の
尺
度
と
し
て
そ
の
機
能
を
果
た
す
の
に
十
分
な
内
容
と
明
確
な
輪
郭
を

持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
実
際
、
社
会
常
規
は
実
務
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
任
意
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
不
確
定

な
概
念
で
あ
る
た
め
、
正
当
行
為
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
社
会
常
規
の
有
用
性
に
対
し
て
多
く
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の

が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
規
定
と
そ
の
要
素
は
、
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
法
と
道
徳
の
境
界
に
関
す
る
混
乱
ま

で
招
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
た
こ
と
は
立
法
者
の
大
き
な
過
ち
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
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な
く
は
な
い
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
常
規
が
有
し
て
い
る
基
本
原
則
と
し
て
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
社
会
常
規
に
反
し

な
い
行
為
は
適
法
だ
と
い
う
こ
の
文
言
は
、
違
法
性
が
究
極
的
に
既
存
の
社
会
秩
序
の
地
平
の
上
で
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
を
核
心
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
秩
序
の
観
点
に
お
い
て
葛
藤
し
対
立
す
る
利
害
関

係
を
調
節
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
構
成
要
件
実
現
行
為
が
社
会
的
に
容
認
さ
れ
（
適
法
）、
ど
の
よ
う
な
構
成

要
件
実
現
行
為
が
社
会
的
に
容
認
さ
れ
え
な
い
（
違
法
）
の
か
は
、
社
会
一
般
人
の
支
配
的
な
法
意
識
な
い
し
社
会
秩
序
の
観
点
に

照
ら
し
て
最
終
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
。

　

第
二
に
、
今
の
時
代
の
支
配
的
な
社
会
倫
理
的
観
点
も
、
そ
れ
が
客
観
的
な
社
会
秩
序
の
一
部
と
し
て
通
用
す
る
限
り
、
違
法
性

の
最
終
的
な
判
断
で
一
緒
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
社
会
秩
序
の
面
か
ら
目
的
論
的
に
適
法
と
違
法

を
最
終
的
に
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
基
礎
は
、
善
良
な
風
俗
と
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い

る
基
本
価
値
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
一
般
人
の
法
感
情
な
い
し
正
義
感
の
中
で
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
社
会
常
規
は
、
違
法
性
の
最
終
判
断
に
お
い
て
単
に
一
般
的
な
方
向
提
示
機
能
だ
け
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の

内
容
の
具
体
化
は
、
個
別
的
な
事
案
と
向
き
合
う
法
実
務
家
ら
の
任
務
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
社
会
常
規
は
、
違
法
性
判

断
で
ゴ
ル
デ
ィ
ウ
ス
（Gordius

）
の
結
び
目
を
一
挙
に
断
ち
切
っ
て
く
れ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
（A

lexander

）
の
剣
で
は
決
し
て

な
い
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
や
輪
郭
は
、
個
々
の
事
案
に
対
す
る
裁
判
官
の
個
別
的
な
判
断
を
通
じ
て
明
確
化
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
立
法
者
は
、
具
体
的
な
評
価
の
基
準
が
な
く
、
輪
郭
さ
え
不
確
定
な
こ
と
こ
の
上
な
い
こ
の
原
則

を
、
正
当
行
為
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
実
定
法
に
規
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
個
別
的
な
事
案
の
解
決
に
現
れ

た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
の
価
値
判
断
は
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
例
統
一
の
機
能
だ
け
で
統
一
を
図
る
こ
と
は
難
し
い
。
立
法
者

は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
し
、
刑
法
学
研
究
者
た
ち
に
対
し
て
、
予
想
さ
れ
る
多
様
な
事
例
を
体
系
的
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
可
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能
と
な
る
基
準
等
の
判
断
枠
組
み
を
用
意
す
る
よ
う
一
定
の
課
題
を
与
え
た
わ
け
で
あ
る
。

　

犯
罪
体
系
論
と
し
て
見
る
と
き
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
カ
タ
ロ
グ
の
中
に
、
個
別
的
な
正
当
化
事
由
の
ほ
か
に
、
慣
習
法
的
正
当

化
事
由
や
そ
の
他
の
超
法
規
的
正
当
化
事
由
を
一
つ
に
ま
と
め
る
一
般
条
項
を
置
く
こ
と
は
決
し
て
無
益
な
こ
と
で
は
な
い
。

二　

社
会
常
規
の
意
味
と
機
能

　

１　

社
会
常
規
は
、
公
正
に
考
え
る
平
均
人
が
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
に
あ
た
り
正
し
い
と
承
認
で
き
る
正
常
な
行
為
類
型

（V
erhaltensm

odell

）
の
こ
と
を
い
う
と
さ
れ
る
。
韓
国
の
判
例
は
、「
法
秩
序
全
体
の
精
神
や
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
倫
理
な
い

し
社
会
通
念
」
と
定
義
し
て
い
る）1
（

。
学
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
「
社
会
生
活
で
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
日
常
的
な
規
則
」）
2
（

、「
行
為

当
時
の
文
化
規
範
」）
3
（

、「
法
秩
序
や
そ
の
基
底
を
成
し
て
い
る
社
会
倫
理
を
す
べ
て
包
括
す
る
意
味
の
社
会
的
相
当
性
」）
4
（

な
ど
と
表
現

し
て
い
る
。

　

社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
と
は
、
法
秩
序
全
体
の
精
神
や
そ
の
背
後
に
あ
る
支
配
的
な
社
会
倫
理
に
照
ら
し
て
容
認
さ
れ
う
る

行
為
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
に
有
用
性
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
社
会
的
有
害
性
を
惹
起
し
な
い
行
為
の
こ
と
を
い
う
。

そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
法
秩
序
全
体
の
支
配
的
な
価
値
理
念
に
照
ら
し
、
歴
史
的
・
動
的
に
規
定
し
て
い
く
ほ
か
は
な
い
が
、
理

論
的
に
こ
の
包
括
的
概
念
を
具
体
化
す
る
個
別
的
な
指
導
原
理
を
類
型
化
す
る
作
業
が
重
要
で
あ
る
。

　

２　

韓
国
の
刑
法
理
論
で
は
、
早
く
か
ら
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
（W

elzel
）
が
創
案
し
た
社
会
的
相
当
性
（Sozialadäquanz

）
の
概
念

が
社
会
常
規
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
め
ぐ
り
活
発
な
議
論
が
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
社
会
的
相
当
性
は
、「
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
た
社
会
倫
理
的
共
同
生
活
の
秩
序
内
に
属
し
た
行
為
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
二
種
類
の
事
例
類
型
が
含
ま
れ
る
。
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一
つ
目
は
、
許
さ
れ
た
危
険
行
為
の
類
型
で
あ
る
。
当
初
よ
り
許
さ
れ
た
危
険
の
範
囲
に
あ
る
た
め
、
刑
法
的
に
全
く
重
要
で
な

い
事
例
が
こ
こ
に
属
す
る
。
た
と
え
ば
、
道
路
・
航
空
交
通
へ
の
関
与
、
工
場
・
産
業
施
設
の
運
営
、
学
問
・
科
学
技
術
の
進
歩
の

た
め
の
実
験
、
医
療
上
の
劇
薬
使
用
、
建
築
・
鉱
山
な
ど
の
作
業
で
の
爆
発
物
使
用
、
格
闘
技
そ
の
他
運
動
競
技
で
の
競
技
活
動
等

は
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
構
成
要
件
結
果
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
社
会
生
活
上
一
般
的
に
許
さ
れ
た
危
険
の
範
囲
内

で
適
用
さ
れ
る
規
則
を
遵
守
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
決
し
て
行
為
無
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い）5
（

。

　

二
つ
目
が
、
軽
微
な
法
益
侵
害
行
為
の
類
型
で
あ
る
。
た
と
え
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
行
為
遂
行
そ
れ
自

体
の
逸
脱
性
が
軽
微
で
、
社
会
的
に
黙
認
で
き
る
行
為
は
、
行
為
無
価
値
を
欠
き
、
い
か
な
る
意
味
で
も
不
法
構
成
要
件
を
充
足
す

る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
時
の
娯
楽
で
す
る
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
、
親
し
い
家
族
の
間
で
す
る
第
三
者
に
対
す
る
侮
辱
ま
た
は

名
誉
毀
損
的
な
言
葉
、
購
買
力
を
高
め
る
た
め
若
干
誇
張
さ
れ
た
商
品
広
告
・
宣
伝
行
為
、
さ
さ
い
な
自
由
制
限
な
ど
が
こ
れ
に
あ

た
る
。

　

社
会
的
相
当
性
の
体
系
的
地
位
と
機
能
に
関
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
初
期
に
こ
れ
を
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
と
見
て
い

た
が
、
彼
の
刑
法
教
科
書
第
四
版
（
一
九
五
四
年
）
か
ら
第
八
版
（
一
九
六
三
年
）
ま
で
は
、
こ
れ
を
一
種
の
慣
習
法
上
の
違
法
性
阻

却
事
由
と
し
た
。
そ
の
後
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
再
び
、
社
会
的
相
当
性
を
構
成
要
件
制
限
の
た
め
の
「
一
般
的
解
釈
原
理
」
と
し

て
把
握
す
る
に
至
っ
た）6
（

。

　

学
者
に
よ
り
見
解
は
分
か
れ
、
社
会
的
相
当
性
を
構
成
要
件
の
文
言
の
意
味
合
致
的
解
釈
の
た
め
の
補
助
手
段
な
い
し
一
般
的
解

釈
原
理
と
見
る
見
解）（
（

、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
と
見
る
見
解）8
（

、
慣
習
法
上
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
見
る
見
解）（
（

、
社
会
共
同
体
の

不
利
益
甘
受
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
見
解）（（
（

、
社
会
倫
理
的
に
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
見
解）（（
（

、

責
任
阻
却
事
由
と
見
る
見
解）（（
（

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
は
、
社
会
的
相
当
性
概
念
の
曖
昧
さ
と
そ
の
基
準
の
不
確
定
性
を
理
由

に
、
こ
れ
を
客
観
的
帰
属
論
に
よ
り
代
替
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
存
在
す
る）（（
（

。
客
観
的
構
成
要
件
は
、
行
為
者
が
許
さ
れ
な
い
危
険
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を
創
出
す
る
か
、
ま
た
は
こ
れ
を
強
化
さ
せ
る
行
為
を
し
た
と
き
、
そ
の
結
果
帰
属
が
可
能
と
な
る
が
、
当
初
の
危
険
創
出
行
為
と

見
ら
れ
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
無
価
値
が
な
く
、
可
罰
性
が
排
除
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

結
局
、
社
会
的
相
当
性
は
、
構
成
要
件
を
解
釈
す
る
基
本
原
理
の
一
つ
と
し
て
、
構
成
要
件
該
当
性
判
断
で
行
為
無
価
値
の
成
立

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
性
の
消
極
的
側
面
で
あ
る
の
に
対

し
、
社
会
常
規
は
、
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
を
ひ
と
ま
ず
前
提
に
し
た
上
で
、
実
質
的
違
法
性
の
段
階
に
お
い
て
行
為
の
違
法
性

を
阻
却
し
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
違
法
性
の
消
極
的
側
面
と
い
う
点
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

３　

韓
国
刑
法
二
〇
条
は
、
正
当
行
為
と
し
て
、
①
法
令
に
よ
る
行
為
、
②
業
務
に
よ
る
行
為
、
③
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な

い
行
為
と
い
う
三
つ
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
三
者
の
関
係
に
関
し
、
多
数
説
は
、
①
と
②
が
、
③
の
例
示
で
あ
る
と
い
う
立
場
を

と
る
。
そ
の
結
果
、
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
社
会
常
規
に
反
す
る
場
合
に
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な

い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
少
数
説
は
、
上
記
の
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
正
当
行
為
を
構
成
す
る
独
立
し
た
要
素
と
し
て
並
列
関
係
に
置

か
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る）（（
（

。

　

少
数
説
は
、「
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
と
は
違
法
性
判
断
の
消
極
的
排
除
原
理
で
あ
り
、
積
極
的
な
介
入
原
理
で
は
な
い

と
の
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
社
会
常
規
は
、
社
会
的
葛
藤
解
決
の
最
後
手
段
に
該
当
す
る
秩
序
原
理
と
し
て
、
積
極
的
な
違
法
性
評

価
に
対
す
る
制
約
原
理
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
な
違
法
性
の

領
域
を
最
大
限
縮
小
し
て
自
由
社
会
の
原
理
を
確
立
す
る
に
あ
た
り
、
最
終
的
な
方
向
舵
の
役
割
を
す
る
の
が
ま
さ
に
社
会
常
規
な

の
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
社
会
常
規
も
他
の
正
当
化
事
由
と
同
じ
よ
う
に
「
社
会
調
節
的
機
能
」
を
担
う
こ
と
に
な
る）（（
（

。

　

こ
こ
で
社
会
常
規
は
、
社
会
生
活
で
原
則
的
に
承
認
さ
れ
た
正
常
な
行
為
規
則
と
し
て
、
社
会
秩
序
の
部
分
領
域
で
あ
る
刑
法
秩

序
内
で
、
原
則
的
な
禁
止
と
例
外
的
な
許
容
に
対
し
て
実
質
的
違
法
性
の
観
点
か
ら
最
終
的
な
境
界
を
ひ
く
こ
と
に
よ
り
、
社
会
生
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活
で
原
則
的
に
自
由
な
領
域
を
あ
ら
た
め
て
確
保
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
市
民
の
自
由
行
為
は
、
こ
れ
を
社
会
生
活
の

中
で
原
則
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
正
常
な
行
為
規
則
に
基
づ
い
て
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
社
会
適
合
性
の
あ
る
行
為
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
的
に
有
害
な
行
為
な
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

三　

社
会
常
規
無
用
論

　

社
会
常
規
は
、
法
以
前
の
一
般
人
の
道
徳
感
あ
る
い
は
社
会
倫
理
と
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
て
法
律
外
的
集
合
概
念
に
過
ぎ
ず
、

法
適
用
の
際
に
用
い
ら
れ
る
法
技
術
的
な
概
念
と
し
て
こ
れ
を
使
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
社
会
常
規
と
い
う

概
念
の
具
体
化
は
、
裁
判
官
の
主
観
的
な
判
断
に
全
面
的
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
た
め
、
価
値
判
断
の
恣
意
的
介
入
の
余
地
も
多
い

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
さ
ら
に
進
ん
で
、
犯
罪
体
系
論
上
、
社
会
常
規
に
該
当
す
る
事
例
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
阻
却
事
由

の
間
に
中
途
半
端
な
状
態
で
置
か
れ
て
い
る
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
「
承
諾
に
よ
る
身
体
傷
害
」

（
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
八
条
）
の
場
合
と
同
様
に
、
刑
法
各
則
の
特
殊
な
事
例
に
だ
け
適
用
す
る
よ
う
に
す
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

超
法
規
的
正
当
化
事
由
と
し
て
最
初
か
ら
理
論
に
ま
か
せ
る
ほ
う
が
よ
い
と
す
る
批
判
も
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
社
会
常
規
を
法
規
範
的
な
概
念
と
し
て
把
握
す
る
よ
り
む
し
ろ
道
徳
規
範
な
い
し
倫
理
規
範
的
な
概
念
と

し
て
見
る
従
来
の
理
解
に
起
因
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
常
規
の
内
容
に
、
道
徳
と
人
倫
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
し
か
し
、
社
会
常
規
は
、
道
徳
と
人
倫
の
範
疇
で
、
客
観
的
な
社
会
秩
序
の
観
点
か
ら
意
味
の
あ
る
要
素
を
抽
出
し
、
こ
れ
を

正
当
化
の
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
韓
国
に
お
い
て
「
社
会
常
規
」
は
日
常
用
語
で
は
な
い
。
特
に
、
社
会
常
規
は
、
社
会
の
正
常
な
規
則
、
社
会
の
今
な
お

残
る
規
則
と
い
う
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
刑
法
だ
け
で
使
わ
れ
る
専
門
用
語
で
あ
る
。
常
規
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
通
例
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（

）
と
い
う
言
葉
の
方
が
日
常
生
活
で
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
常
規
な
い
し
通
例
は
、
日
常
言
語
的
意
味
で
は

「
よ
く
あ
る
行
為
規
則
」
な
い
し
「
因
襲
（K

onvention

）」
を
指
し
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
道
徳
や
人
倫
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い
。

社
会
常
規
が
道
徳
・
倫
理
と
関
連
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
判
例
の
せ
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
民
一
般
の
健
全
な

道
義
感
」）
（（
（

と
い
う
判
示
が
そ
の
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
、
学
説
に
お
い
て
こ
れ
を
「
条
理
ま
た
は
公
序
良
俗
」）
（（
（

と
す
る
見
解
も
、
社

会
常
規
の
倫
理
的
性
格
を
強
調
す
る
立
場
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

社
会
常
規
の
外
国
語
表
記
の
最
初
の
例
は
、
一
九
六
八
年
、
劉
基
天
教
授
が
韓
国
刑
法
典
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
際
、
こ
れ
を

「
社
会
に
今
な
お
残
る
習
俗
」（in der Gesellschaft obw
alten de Sitten

）
と
表
現
し
た
の
が
最
初
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
後
、
崔
又
讃
教

授
が
、
一
九
八
八
年
に
、
ド
イ
ツ
の
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
に
お
い
て
、
社
会
常
規
を
「
社
会
習
俗
」（gesellschaft

liche Sitten

）
と
翻
訳
し
た
と
こ
ろ
か
ら）（（
（

、
大
部
分
の
韓
国
刑
法
学
者
も
、
ド
イ
ツ
語
で
社
会
常
規
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
社
会
風

俗
ま
た
は
社
会
習
俗
と
い
う
意
味
のgesellschaftliche Sitten

を
用
い
る
こ
と
が
一
般
的
な
傾
向
と
な
っ
た）（（
（

。

　

し
か
し
、
社
会
常
規
を
社
会
習
俗
と
同
一
視
す
る
従
来
の
理
解
は
、
社
会
常
規
を
、
客
観
化
さ
れ
た
社
会
秩
序
の
観
点
か
ら
把
握

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
観
的
な
道
徳
的
観
念
や
倫
理
的
観
念
と
混
同
さ
せ
る
素
地
を
多
分
に
有
し
て
い
る
。
社
会
常
規
に
、

主
観
的
な
道
徳
原
則
や
倫
理
原
則
を
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
違
法
性
判
断
の
最
終
的
な
照
準
で
あ
る
一
般
的
な
法
規
範
な
い
し
不
法

意
識
を
個
別
的
な
道
徳
観
念
に
変
形
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
行
為
刑
法
を
心
情
刑
法
に
追
い
込
む
危
険
性
が
な
い
と
は
い

え
な
い
。
社
会
常
規
と
は
、
道
徳
原
則
（M

oralprinzip

）
や
風
俗
秩
序
（Sittenor dnung

）
を
い
う
の
で
は
な
く
、
相
互
疎
通
す

る
生
活
世
界
に
お
け
る
正
常
な
社
会
秩
序
（Sozialordnung

）
の
意
味
を
持
つ
。
社
会
常
規
は
、
刑
法
上
、
正
当
化
体
系
の
最
後
の

砦
と
し
て
社
会
的
正
当
性
（Sozialrichtigkeit

）
と
い
う
規
範
的
意
味
を
持
っ
た
刑
法
的
専
門
用
語
な
の
で
あ
る）（（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
道
徳
（M

oral

）
や
習
俗
（Sitte

）
も
、
人
間
関
係
と
し
て
の
近
隣
、
自
然
、
自
分
自
身
に
対
す
る
行
動
と
関
連
し

た
、
根
本
的
な
規
範
体
系
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
本
来
、
道
徳
や
習
俗
も
、
エ
ト
ス
（ethos

）
に
起
因
し
た
も
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の
で
あ
り
、
良
い
こ
と
、
適
切
な
こ
と
、
正
し
か
っ
た
こ
と
等
の
意
味
が
互
い
に
統
合
さ
れ
た
状
態
を
意
味
し
、
客
観
的
に
は
生
活

習
慣
と
し
て
、
主
観
的
に
は
性
格
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
道
徳
や
習
俗
は
、
人
間
の
共
同
生
活
の
根
本
的
側
面
で
あ

り
、
こ
れ
は
暗
黙
的
規
約
に
よ
っ
て
の
み
妥
当
な
も
の
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
成
長
し
て
き
た
生
活
形
式
と
し
て
正
当

な
根
拠
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
な
お
有
効
な
道
徳
や
習
俗
は
、
普
遍
的
で
あ
っ
て
、
根
本
的
な
同
意
に
立
脚
し

た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
社
会
常
規
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
個
人
や
家
族
ま
た
は
集
団
の
部
分
的
領

域
を
越
え
、
社
会
全
体
を
支
配
す
る
行
為
規
則
、
行
為
典
範
、
価
値
尺
度
、
意
味
表
象
の
地
平
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
社
会
常
規
に
反
す
る
行
為
は
、
単
純
な
道
徳
違
反
性
（M

oralw
idrigkeit

）
で
は
な
く
、
社
会
秩
序
の
次
元
で
他
人
の
法

益
を
侵
害
す
る
社
会
有
害
性
（Sozialschädlich keit

）
な
い
し
社
会
違
反
性
（Sozialw

idrigkeit

）
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ

に
こ
れ
が
刑
法
秩
序
の
観
点
に
お
い
て
は
違
法
性
（Rechtsw

idrigkeit

）
の
実
質
的
意
味
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
社
会
常
規
は
、
刑
法
規
範
と
社
会
秩
序
の
外
面
性
と
、
道
徳
や
習
俗
の
内
面
性
を
、
そ
の
概
念
の
外
縁
と
内
縁
と

す
る
。
こ
の
限
り
で
、
社
会
常
規
は
、
法
と
社
会
、
そ
し
て
道
徳
と
い
う
二
つ
の
領
域
に
交
錯
し
て
い
る
が
、
刑
法
規
範
と
し
て
の

社
会
常
規
の
重
点
は
、
膨
大
で
深
遠
な
道
徳
の
領
域
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
秩
序
の
本
質
的
な
構
成
部
分
と
し
て
承

認
さ
れ
た
社
会
的
正
当
性
（Sozialrichtigkeit

）
の
側
面
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

法
理
論
的
に
見
る
と
、
社
会
常
規
の
よ
う
な
法
概
念
は
、
限
定
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な

く
、
具
体
的
な
法
素
材
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
叙
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
（H

egel

）
の
言

葉
を
借
り
る
な
ら
、「
具
体
的
・
一
般
的
概
念
」（konkretallgem

einer Begriff

）
の
一
種
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（Radbruch

）

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
、「
素
材
の
理
念
被
規
定
性
」（Ideenbestim

m
theit des Stoffes

）
な
い
し
「
理
念
の
素
材
被

規
定
性
」（Stoffbestim

m
theit der Idee

）
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

本
来
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
よ
う
に
動
的
性
格
を
有
す
る
法
素
材
を
体
系
化
す
る
に
は
、
理
念
と
素
材
の
弁
証
法
的
合
一
を
通
じ
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て
個
々
の
特
定
性
を
包
括
す
る
一
般
概
念
の
抽
出
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
一
般
概
念
は
ま
た
、
個
々
の
違
法

性
阻
却
事
由
の
素
材
か
ら
個
別
原
理
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
具
体
的
概
念
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
立
脚

す
る
と
き
、
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却
（
正
当
化
）
の
一
般
原
理
は
「
葛
藤
状
況
で
の
社
会
調
節
的
利
益
衡
量
」
と
し
て
現
れ
、
そ
れ

は
「
衝
突
す
る
利
益
と
反
対
利
益
の
社
会
的
に
正
当
な
調
節
」
を
目
的
と
す
る
も
の
と
な
る）（（
（

。

　

こ
の
点
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
最
終
的
な
違
法
性
阻
却
の
判
断
は
、
構
成
要
件
該
当
行
為
が
社
会
的
正
当
性
の
確
証
を
得
る
か
、

ま
た
は
社
会
的
有
害
性
の
欠
如
と
評
価
さ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
行
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
社
会
常
規
に
反
し
な

い
行
為
」
と
は
、
ま
さ
に
葛
藤
状
況
で
社
会
調
節
的
利
益
衡
量
を
通
じ
た
社
会
的
正
当
性
の
最
終
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

も
し
道
徳
と
人
倫
な
い
し
習
俗
ま
た
は
社
会
常
規
の
よ
う
な
具
体
的
・
一
般
的
概
念
を
、
不
法
を
根
拠
づ
け
る
構
成
要
件
要
素
と

し
て
用
い
る
な
ら
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
の
明
確
性
の
要
請
に
反
し
、
違
憲
な
法
律
と
評
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
一
般
原
理
は
、
行
為
者
に
有
利
な
方
向
で
適
用
さ
れ
る
原
理
と
い
う
点
で
、
実
質
的
に
罪
刑
法
定
主
義

の
要
請
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
具
体
的
法
素
材
を
通
じ
て
具
現
さ
れ
る
個
別
的
な
評
価
の
基
準
を
確
保
す
る
に
至
れ
ば
、

法
理
論
的
に
は
、
も
は
や
憲
法
違
反
と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
心
配
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
社
会
常
規
は
、
全
て
の
想
定
可
能
な
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
を
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
実
定
刑
法
の
中
に

用
意
さ
れ
た
大
き
な
器
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
当
防
衛
や
緊
急
避
難
と
い
っ
た
、
実
定
化
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
違
法
性
阻
却
事
由

の
体
系
の
外
で
、
個
々
の
法
律
中
に
バ
ラ
バ
ラ
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
違
法
性
阻
却
事
由
や）（（
（

、
違
法
性
体
系
の
中
で
席
を
占
め
る
こ
と

が
で
き
ず
、
雑
然
と
さ
ま
よ
う
慣
習
法
的
・
超
実
定
的
違
法
性
阻
却
事
由
を
、
社
会
常
規
に
反
し
な
い
正
当
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
所
を
有
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
一
九
五
三
年
の
韓
国
刑
法
制
定
当
時
、

立
法
者
は
、
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為

の
類
型
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
評
価
の
基
準
を
、
一
般
的
な
社
会
秩
序
原
理
の
個
別
原
理
の
よ
う
な
形
で
で
き
る
限
り
具
体
化
し
、
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体
系
的
に
ま
と
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。

四　

社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
類
型

　

１　

評
価
の
基
準
と
し
て
の
行
為
類
型

　

社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
従
来
、
利
益
お
よ
び
義
務
衡
量
の
原
則
、
正
当
な
目
的
の
た
め
の
正
当

な
手
段
の
原
則
、
比
例
性
・
均
衡
性
の
原
則）（（
（

な
ど
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
社
会
常
規
を
類
型
比
較
（T

ypenvergleich

）

の
方
法
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
の
下
で
、
①
一
般
人
の
法
益
保
護
の
側
面
、
②
犯
罪
者
に
対
す
る
処
罰
の
側
面
、

③
犯
罪
者
の
犠
牲
の
限
界
を
考
慮
し
、
③
の
観
点
か
ら
②
の
程
度
が
①
の
た
め
の
手
段
と
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
社
会

常
規
に
反
し
な
い
行
為
で
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
違
法
性
判
断
は
、
葛
藤
状
況
を
社
会
的
に
調
節
す
る
こ

と
に
よ
り
、
原
則
的
な
禁
止
・
命
令
を
例
外
的
に
ど
こ
ま
で
許
容
で
き
る
の
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
秩
序
全
体
の
立
場
か
ら
下
さ

れ
る
一
般
的
判
断
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
適
法
か
、
そ
れ
と
も
違
法
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
刑
罰
の
前

提
と
し
て
の
具
体
的
な
行
為
者
の
責
任
や
処
罰
観
点
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
行
為
者
の
処
罰
や
犠
牲
の
限
界
を
念
頭
に

置
く
個
別
的
な
判
断
は
、
む
し
ろ
量
刑
責
任
の
評
価
に
近
い
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
行
為
者
の
処
罰
と
い
う
観
点
や
、
そ
の
犠
牲
の
限
界
は
、
責
任
と
量
刑
の
判
断
の
段
階
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
常
規
の
判
断
に
お
い
て
は
、
社
会
調
節
的
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
の
一
般
的
な
評
価
の
カ
タ
ロ
グ
を
類
型

化
す
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
タ
ロ
グ
は
、
個
別
的
な
事
案
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
具
体
的
な

解
答
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

韓
国
大
法
院
判
決
は
、
社
会
常
規
の
判
断
基
準
と
し
て
、
①
行
為
の
動
機
や
目
的
の
正
当
性
、
②
行
為
の
手
段
や
方
法
の
相
当
性
、
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③
保
護
法
益
と
侵
害
法
益
の
法
益
均
衡
性
、
④
緊
急
性
、
⑤
そ
の
行
為
の
他
に
異
な
る
手
段
も
方
法
も
な
い
と
い
う
補
充
性
等
を
挙

げ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
結
局
、「
公
正
に
考
え
る
平
均
人
が
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
に
お
い
て
正
し
い
と
承
認
し
た

こ
と
」
が
何
か
を
確
認
す
る
た
め
の
基
準
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
問
題
解
決
に
あ
た
り
適
用
可
能
な
具
体
的
な
基
準
は
、
想
定
可
能
な

個
々
の
事
例
に
関
し
て
、
価
値
合
理
的
・
目
的
合
理
的
な
判
断
類
型
を
そ
の
つ
ど
確
定
す
る
過
程
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う）（（
（

。

　

２　

利
益
衝
突
の
場
合

　

葛
藤
状
況
に
直
面
し
た
二
つ
の
利
益
を
比
較
し
、
よ
り
低
い
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
い
利
益
を
保
護
す
る
場
合
で

あ
れ
ば
、
利
益
衡
量
の
原
則
に
よ
り
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
治
療
中
の
患
者
が
エ
イ

ズ
患
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
医
師
が
病
気
の
感
染
を
防
ぐ
た
め
そ
の
患
者
の
婚
約
者
に
そ
の
事
実
を
知
ら
せ
た
場
合
が
挙
げ

ら
れ
る
。
患
者
の
私
的
秘
密
を
保
護
す
る
よ
り
、
病
気
が
他
人
に
感
染
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
高
い
価
値
が
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
行
為
が
業
務
上
秘
密
漏
示
罪
（
三
一
七
条
）
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
し
て
も
違
法
性
が
阻
却
さ

れ
る
。

　

こ
の
利
益
衡
量
の
原
理
は
、
本
来
、
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
原
理
で
あ
り
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
の
指
導
原
理
に
も
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、
緊
急
避
難
の
場
合
、
解
釈
論
上
、「
本
質
的
に
優
越
し
た
利
益
」
と
い
う
利
益
衡
量
の
基
準
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
よ

う
な
要
件
を
満
た
せ
ば
、
当
然
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
比
較
的
高
い
利
益
の
た
め
の
行
為
で
あ
れ
ば
、
よ
り
低
い
利
益
を
犠
牲
に
し
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
社
会
常
規
に
反
し

な
い
行
為
と
な
る
。
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３　

義
務
衝
突
の
場
合

　

義
務
の
衝
突
と
は
、
義
務
者
に
同
時
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
つ
以
上
の
作
為
義
務
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一

つ
の
義
務
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
他
の
義
務
を
履
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
構
成
要
件
に
該
当
し
可
罰
的
行
為
と
な
る
場
合
を

い
う
。
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
で
致
命
傷
を
受
け
た
二
人
の
重
傷
患
者
が
近
く
の
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
が
、
当
該
病
院
は
一
台
の
人

工
心
肺
装
置
し
か
保
有
し
て
お
ら
ず
、
二
人
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
人
の
重
傷
患
者
を
治
療
す
る
ほ
か
な
い
場
合
、
ま
た
は
高
層
ア

パ
ー
ト
で
火
災
が
起
き
、
炎
に
包
ま
れ
た
部
屋
か
ら
三
人
の
子
供
を
持
つ
父
親
が
そ
の
う
ち
二
人
の
子
供
し
か
連
れ
て
逃
げ
る
こ
と

し
か
で
き
な
か
っ
た
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

義
務
の
衝
突
は
、
作
為
義
務
の
間
で
の
衝
突
の
み
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
義
務
の
衝
突
と
は
、
本
来
、
不
作
為
犯
の
特
殊
な

場
合
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
作
為
義
務
の
違
反
が
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
不
作
為
義
務
に
違
反
す
る
者
は

い
つ
も
他
人
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
の
衝
突
は
、
結
局
、
利
益
衡
量
の
事
例
に
帰
着
し
、

正
当
化
的
緊
急
避
難
の
一
例
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
植
物
状
態
の
者
に
装
着
さ
れ
た
人
工
心
肺
装
置
を
取
り
外
し
、
そ
れ
を
他
の
新

た
な
重
傷
患
者
に
装
着
し
て
蘇
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
医
師
は
、
作
為
義
務
と
他
人
の
法
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
不
作
為
義
務
の

衝
突
に
直
面
す
る
が
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
等
価
値
的
法
益
衝
突
の
場
合
は
、
不
作
為
義
務
が
つ
ね
に
優

先
す
る
と
い
う
原
則
に
よ
り
解
決
が
可
能
で
あ
る
。

　

義
務
の
衝
突
は
、
正
当
化
的
義
務
衝
突
と
免
責
的
義
務
衝
突
と
に
区
分
さ
れ
る
。
正
当
化
的
義
務
衝
突
の
場
合
、
こ
れ
を
緊
急
避

難
の
一
種
と
見
る
か）（（
（

、
社
会
常
規
に
反
し
な
い
正
当
行
為
の
一
種
と
見
る
か）（（
（

を
め
ぐ
り
見
解
が
分
か
れ
る
。
利
益
と
も
関
連
す
る
衝

突
す
る
義
務
の
間
で
衡
量
が
可
能
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
保
護
価
値
が
高
い
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
保
護
価
値
が
低
い
義
務
を
侵

害
し
た
場
合
や
、
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
が
衝
突
し
た
場
合
に
は
正
当
化
的
緊
急
避
難
の
一
種
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
衝
突
す
る
義
務
の
間
で
衡
量
が
不
可
能
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
等
価
値
的
作
為
義
務
ど
う
し
が
衝
突
す
る
場
合
に
は
、
明
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白
な
優
越
的
利
益
を
確
定
で
き
な
い
た
め
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
で
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に

は
、
超
法
規
的
な
正
当
化
事
由
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
ほ
か
な
い
が
、
韓
国
刑
法
上
、
超
法
規
的
正
当
化
事
由
は
社
会
常
規
に
反

し
な
い
正
当
行
為
の
中
に
包
括
さ
れ
う
る
た
め
、
結
局
、
等
価
値
的
作
為
義
務
の
間
で
起
き
る
義
務
衝
突
は
、「
そ
の
他
社
会
常
規

に
反
し
な
い
行
為
」
の
一
種
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

４　

許
さ
れ
た
危
険
の
場
合

　

許
さ
れ
た
危
険
に
は
、
ま
ず
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
相
当
性
の
一
類
型
と
し
て
問
題

に
な
る
。
そ
れ
は
、
一
定
の
危
険
創
出
の
危
険
性
の
あ
る
行
為
が
、
正
常
か
つ
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
社
会
秩
序
の
範
囲
内
で
一
般

的
に
認
め
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
構
成
要
件
的
に
意
味
の
あ
る
危
険
創
出
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合

で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
社
会
常
規
の
一
類
型
に
あ
た
る
許
さ
れ
た
危
険
は
、
た
と
え
社
会
秩
序
の
範
囲
内
で
一

般
的
に
承
認
さ
れ
た
行
為
で
は
な
い
と
し
て
も
、
社
会
秩
序
内
で
原
則
的
に
容
認
さ
れ
た
正
常
な
行
為
規
則
に
適
合
し
た
行
為
で
あ

る
の
で
、
例
外
的
に
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
で
あ
る）（（
（

。
正
当
化
事
由
と
し
て
の
許
さ
れ
た
危
険
は
、
個
別
的
な
事
例
で
紛
争
の

素
地
に
な
る
程
度
の
危
険
を
惹
起
し
、
そ
の
結
果
、
利
益
衝
突
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
社
会
秩
序
の
観
点
か
ら
当
然
に

黙
認
し
た
り
許
し
た
り
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

　

許
さ
れ
た
危
険
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
関
連
し
て
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
と
違
法
性
阻
却
事
由
と
を
区
別
す
る
規
範
的

基
準
は
、
そ
の
「
刑
法
的
重
要
性
」（Strafrechtsrelevanz

）、
す
な
わ
ち
、
社
会
有
害
性
と
法
益
侵
害
性
で
あ
る
。
お
よ
そ
構
成

要
件
に
あ
た
ら
な
い
行
為
や
、
解
釈
上
、
当
然
に
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
さ
れ
る
行
為
は
、
刑
法
的
重
要
性
が
な
く
、
最
初
か
ら

構
成
要
件
の
外
に
あ
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
構
成
要
件
の
適
用
領
域
に
は
入
る
が
、
刑
法
的
重
要
性
が
否
定
さ
れ
る
行
為
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は
、
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
他
方
、
違
法
性
阻
却
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
行
為
は
、
本
来
、
刑
法
的

重
要
性
を
有
す
る
可
罰
的
行
為
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
な
許
容
規
範
に
よ
り
例
外
的
に
適
法
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
受
け
る
も
の
で

あ
る）（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
刑
法
的
重
要
性
を
有
す
る
程
度
の
行
為
の
危
険
は
禁
止
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
が
、
社
会
常
規
の
観
点
に
よ
り
許
さ

れ
た
危
険
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
推
定
的
承
諾
の
場
合
や
、
名
誉
毀
損
罪
に
お
け
る
事
実
の
証
明
（
三

〇
一
条
））
（（
（

の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
正
当
な
利
益
擁
護
の
場
合
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
ほ
か
に
も
、
高
層
建
築
物
の
火
災

時
に
、
父
親
が
息
子
と
と
も
に
炎
に
ま
か
れ
、
死
ぬ
か
生
き
る
か
と
い
う
、
一
刻
の
猶
予
も
な
ら
な
い
状
況
で
、
実
は
そ
れ
よ
り
危

険
で
な
い
方
法
で
息
子
を
救
う
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
息
子
を
窓
の
外
に
投
げ
、
蓋
然
性
が
薄
い
救
助
の
可
能
性
を
期
待

す
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
救
助
方
法
は
、
被
救
助
者
に
対
す
る
生
命
の
危
険
性
が
高
く
と
も
、
許
さ
れ
た
危
険

と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
許
さ
れ
た
危
険
は
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
と
も
似
て
い
る
が
、
そ
の
救
助
行
為
自
体
が
被
救
助
者
の
法
益
に
対
し
著
し

い
危
険
を
惹
起
し
、
ま
た
、
被
救
助
者
の
法
益
を
救
助
す
る
た
め
の
唯
一
最
後
の
手
段
な
の
か
ど
う
か
が
不
確
か
で
も
か
ま
わ
な
い

と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
推
定
的
承
諾
を
許
さ
れ
た
危
険
と
区
別
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
推
定
的
承
諾
も
、
主
観
的
・
客
観
的
要
件
に
照
ら
し
、
許

さ
れ
た
危
険
の
一
種
と
見
る
の
が
正
し
い
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、
主
観
的
に
は
認
識
あ
る
過
失
や
、
未
必
的
故
意
の
程
度
の
行
為
無

価
値
が
あ
り
、
客
観
的
に
法
益
衝
突
の
惹
起
と
い
う
結
果
無
価
値
を
有
し
て
い
る
が
、
社
会
常
規
に
反
し
な
い
点
で
そ
の
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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５　

軽
微
な
法
益
衝
突

　

法
益
の
衝
突
は
あ
る
が
、
緊
急
避
難
に
該
当
す
る
ほ
ど
の
著
し
い
利
益
優
越
に
至
ら
ず
、
わ
ず
か
ば
か
り
優
越
す
る
か
、
ほ
と
ん

ど
同
じ
程
度
の
利
益
衝
突
の
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
た
と
え
ば
、
法
令
上
懲
戒
権
が
な
い
人
が
、
過
ち
を
犯
し
た
他
人
の
子
供
を

懲
戒
す
る
場
合）（（
（

、
ま
た
は
、
指
揮
官
が
、
夜
、
酒
に
酔
っ
て
騒
乱
行
為
を
行
っ
て
い
る
兵
士
に
対
し
、
行
き
過
ぎ
な
い
程
度
の
暴
力

を
使
っ
て
こ
れ
を
制
止
し
た
場
合）（（
（

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
場
合
、
特
別
に
行
為
動
機
が
不
当
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
衝
突
す
る
利
益
が
等
価
値
の
場
合
に
は
、
危
険
を
防
止
す

る
上
で
の
適
切
な
手
段
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
条
件
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
を
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
四
条
の
正
当
化
的
緊
急
避
難
を
類
推
適
用
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
緊
急
避
難
類
似
状
況

（notstandsähnliche Lage

）
で
の
行
為
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
と
免
責
的
緊
急
避
難
の

中
間
に
位
置
し
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
避
難
と
類
似
の
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
た
し
か
に
違
法
で
あ
る
が
、
し
か
し
当
罰
的
不

法
（strafw

ürdiges U
nrecht

）
が
欠
如
し
て
処
罰
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
適
例
と
さ
れ
る
の
は
、
た

と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
義
務
衝
突
の
場
合
、
防
御
的
緊
急
避
難
の
場
合
、
予
防
的
正
当
防
衛
の
場
合
、
社
会
倫
理
的
限
界
に
抵
触
す
る

正
当
防
衛
の
場
合
な
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
形
式
は
、
一
般
的
に
認
め
て
よ
い
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
と
き
ど
き
の
個
別
的
な
事

例
ご
と
に
、
そ
の
客
観
的
・
主
観
的
な
要
件
を
検
討
し
、
違
法
性
阻
却
事
由
な
の
か
、
責
任
阻
却
事
由
な
の
か
を
決
め
、
こ
の
二
つ

の
ど
ち
ら
か
一
つ
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
違
法
性
阻
却
事
由
に
該
当
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
韓
国
刑
法
上
で
は
最
終
的
に
「
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
の
一
例
と
な
る
の
で
あ
る
。
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五　

余
論

　

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
韓
国
刑
法
二
〇
条
は
、
①
法
令
に
よ
る
正
当
行
為
、
②
業
務
に
よ
る
正
当
行
為
、
③
そ
の
他
社
会
常

規
に
反
し
な
い
正
当
行
為
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
正
当
行
為
に
よ
る
違
法
性
阻
却
事
由
は
、
他
の
違
法
性
阻
却
事
由
、
す
な
わ
ち
、

正
当
防
衛
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
、
自
救
行
為
、
被
害
者
の
承
諾
等
と
競
合
す
る
だ
け
で
な
く
、
①
か
ら
③
の
三
種
類
の
正
当
行
為

の
間
で
も
競
合
す
る
可
能
性
が
高
い
。
お
よ
そ
違
法
性
阻
却
事
由
の
間
で
競
合
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
当
防
衛
や
正
当
化
的
緊
急
避

難
が
ま
ず
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
特
に
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
法
令
に
よ
る
正
当
行
為
と
業
務
に
よ
る
正
当
行
為
、
法
令

に
よ
る
正
当
行
為
と
社
会
常
規
に
よ
る
正
当
行
為
、
そ
し
て
業
務
に
よ
る
正
当
行
為
と
社
会
常
規
に
よ
る
正
当
行
為
の
間
に
競
合
が

生
じ
た
と
き
に
は
、
国
家
的
強
制
手
段
の
優
位
原
則
に
よ
り
、
法
令
に
よ
る
正
当
行
為
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
で
見
解
が

一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
令
に
よ
る
行
為
で
も
、
一
方
の
法
的
権
利
が
他
方
の
権
利
と
衝
突
す
る
と
き
に
は
、
正
当
な
利
益
擁

護
の
原
則
に
基
づ
い
た
許
さ
れ
た
危
険
の
法
理
を
適
用
し
、
一
方
側
の
権
利
行
使
を
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
と
し
て
正
当
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
韓
国
労
働
組
合
お
よ
び
労
働
関
係
調
整
法
四
条
に
よ
る
正
当
な
争
議
行
為
が
、
刑
法
上
、
業
務
妨

害
罪
の
違
法
性
を
充
足
す
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
場
合
が
そ
の
例
で
あ
る）（（
（

。

　

最
後
に
、
社
会
常
規
に
よ
る
違
法
性
阻
却
事
由
と
は
、
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
を
実
定
法
に
成
文
化
し
た
も
の
と
理
解
す
る

と
き
、
社
会
常
規
行
為
以
外
に
、
他
の
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
を
別
途
さ
ら
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
る
の
か
ど

う
か
を
め
ぐ
っ
て
も
、
学
説
が
分
か
れ
る
。
肯
定
説
は
、
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
と
い
う
文
言
は
全
て
の
違
法
性
阻
却
事
由
を

完
全
に
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
、
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ

る
）
（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
否
定
説
は
、
韓
国
刑
法
二
〇
条
の
「
そ
の
他
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
と
い
う
文
言
は
、
韓
国
刑
法
に
規
定
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さ
れ
た
個
別
的
な
違
法
性
阻
却
事
由
に
該
当
す
る
行
為
の
全
て
を
含
み
う
る
も
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
全
て
の
実
定
法
的
・
慣
習
法

的
・
自
然
法
的
違
法
性
阻
却
事
由
を
包
括
す
る
総
括
的
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
社
会
常
規
以
外
の
超
法
規
的
違
法
性
阻
却

事
由
を
別
途
認
め
る
必
要
が
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る）（（
（

。

　

思
う
に
、
個
別
的
な
事
案
で
問
題
に
な
り
う
る
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
の
体
系
的
位
置
づ
け
の
問
題
は
、
社
会
常
規
行
為
に

含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
違
法
性
阻
却
事
由
の
カ
タ
ロ
グ
を
ど
の
よ
う
に
細
分
し
て
体
系
化
す
る
か
の
問
題
に
帰
着
す
る

で
あ
ろ
う
。
先
に
検
討
し
た
、
①
利
益
衝
突
の
原
則
、
②
義
務
衝
突
の
原
則
、
③
軽
微
な
法
益
衝
突
の
原
則
、
④
許
さ
れ
た
危
険
の

原
則
等
の
ほ
か
に
、
社
会
変
動
と
生
活
世
界
の
変
化
に
応
じ
た
新
し
い
カ
タ
ロ
グ
が
「
一
室
」
と
し
て
追
加
さ
れ
る
可
能
性
は
つ
ね

に
開
か
れ
て
い
る
。
一
般
原
則
と
し
て
の
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
と
い
う
「
家
」
は
、
そ
の
「
一
室
」
を
提
供
す
る
余
裕
を
ま

だ
ま
だ
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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『
刑
法
総
論
研
究
Ⅰ
』（
一
九
八
四
年
）

車
鏞
碩
『
刑
法
総
論
講
義
Ⅰ
』（
一
九
八
四
年
）

黄
山
徳
『
刑
法
総
論
七
訂
版
』（
一
九
八
二
年
）

２　

韓
国
以
外
の
文
献

加
藤
尚
武
ほ
か
編
（
李
信
哲
訳
）『
ヘ
ー
ゲ
ル
事
典
』（
二
〇
〇
九
年
）

Günther, Strafrechtsw
idrigkeit und Strafunrechtsausschluß, 1（83.

H
irsch, ZStW

 （4 (1（62).
Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 4. A

ufl. 1（88.
IlSu K

im
, Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen N

otlagen, in: Eser/N
ishihara (H

rsg.), 
Rechtfertigung und Entschuldigung IV

, O
stasiatischdeutsches Strafrechtskolloquium

 T
okio, 1（（3.

Y
oungW

han K
im
, D
as V

erhältnis von Recht und M
oral, in: H

einzFS, 200（.
K
lug, in: Eb.Schm

idtFS, 1（61.
K
rauß, ZStW

 （6 (1（64).
Y
ongSik Lee, Entschuldigungsgründe im

 deutschen u. koreanischen Strafrecht, Freiburger D
iss., 1（（2.

O
tfried H

öffe, Lexikon der Ethik, 5. A
ufl. 1（（6.

（
任
洪
彬
ほ
か
訳
『
道
徳
と
人
倫
』〔
一
九
九
八
年
〕）

O
uChan Choi, N

otw
ehr und „gesellschaftliche Sitten

“, Freiburger D
iss., 1（88.

Paul K
. Ryu, D

as K
oreanische Strafgesetz (H

rsg. von M
arxPlanckInstitut für ausländisches und internationales 
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Strafrecht), 1（68.

Peters, in: W
elzelFS, S. 425. 

Roeder, D
ie Einhaltung des sozialadäqaten Risikos, 1（6（.

Roxin, K
rim
inalpolitik und Strafrechtssystem

, 2. A
ufl. 1（（3.

Roxin, in: RadbruchGedächtnisschrift, 1（68.
Schaffstein, ZStW

 （2 (1（60).
Sch/Sch/Lenckner, StGB, V

or 

§ 13 Rn. （0.
Schm

idhäuser, in: EngischFS, 1（6（.
Stratenw

erth, Strafrecht A
T
, 3. A

ufl. 1（81.
W
elzel, D

as deutsche Strafrecht, 11. A
ufl. 1（6（.

（
1
）　

大
法
院
判
決
二
〇
〇
一
年
二
月
二
三
日
・
二
〇
〇
〇

四
四
一
五
。

（
2
）　

李
炯
國
『
刑
法
総
論
研
究
Ⅰ
』（
一
九
八
四
年
）
二
七
四
頁
。

（
3
）　

劉
基
天
『
刑
法
学
（
総
論
講
義
）
改
訂
二
四
版
』（
一
九
八
三
年
）
一
九
六
頁
。

（
4
）　

朴
相
基
「
社
会
常
規
に
反
し
な
い
行
為
」
高
試
界
一
九
八
七
年
五
月
号
。

（
5
）　

金
日
秀
『
韓
国
刑
法
Ⅰ
［
総
論
上
］
改
訂
版
』（
一
九
九
六
年
）
四
六
三
頁
。

（
6
）　W

elzel, D
as deutsche Strafrecht, 11. A

ufl. 1（6（, S. 55.

（
（
）　Sch/Sch/Lenckner, StGB, V

or 

§ 13 Rn. （0; H
irsch, ZStW

 （4 (1（62), S. （8; 

李
炯
國
・
前
掲
注（
2
）二
八
〇
頁
、
車
鏞

碩
『
刑
法
総
論
講
義
Ⅰ
』（
一
九
八
四
年
）
五
〇
二
頁
。

（
8
）　Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 4. A

ufl. 1（88, S. 20 f.; Stratenw
erth, Strafrecht A

T
, 3. A

ufl. 1（81, S. 116; 
M
aurach/Zipf, Strafrecht A

T
 I, （. A

ufl., 1（88, S. 211; K
rauß, ZStW

 （6 (1（64), S. 48; Peters, in: W
elzelFS, S. 425; 

Schaffstein, ZStW
 （2 (1（60), S. 36（ f.

（
（
）　W

elzel, D
as deutsche Strafrecht, 11. A

ufl., S. 58.
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（
10
）　Schm

idhäuser, in: EngischFS, 1（6（, S. 433 f.
（
11
）　K

lug, in: Eb.Schm
idtFS, 1（61, S. 262 ff.

（
12
）　Roeder, D

ie Einhaltung des sozialadäqaten Risikos, 1（6（, S. （（ f.

（
13
）　Roxin, in: K

lugFS, 1（83, S. 310.

（
14
）　

金
日
秀
・
前
掲
注（
5
）四
七
〇
頁
、
朴
相
基
「
刑
法
上
の
許
さ
れ
た
危
険
論
」
高
試
研
究
一
九
八
八
年
一
一
月
号
。

（
15
）　

金
日
秀
・
前
掲
注（
5
）五
九
六
頁
、
裵
鍾
大
『
刑
法
総
論
（
第
六
版
）』（
二
〇
〇
一
年
）
二
六
八
頁
。

（
16
）　

金
日
秀
・
前
掲
注（
5
）六
二
五
頁
。

（
1（
）　Roxin, K

rim
inalpolitik und Strafrechtssystem

, 2. A
ufl. 1（（3, S. 26.

（
18
）　

金
永
煥
「
刑
法
第
二
〇
条
正
当
行
為
に
関
す
る
批
判
的
考
察
」『
金
鍾
源
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』（
一
九
九
一
年
）
一
三
四
頁
。

（
1（
）　Y

oungW
han K

im
, D
as V

erhältnis von Recht und M
oral, in: H

einzFS, S. （64.

（
20
）　

大
法
院
判
決
一
九
五
六
年
四
月
六
日
・
五
六

四
二
。

（
21
）　

李
建
鎬
『
刑
法
学
概
論
』（
一
九
七
七
年
）
一
二
五
頁
、
南
興
祐
『
刑
法
総
論
』（
一
九
八
三
年
）
一
二
五
頁
。

（
22
）　Paul K

. Ryu, D
as K

oreanische Strafgesetz (H
rsg. von M

arxPlanckInstitut für ausländisches und internatio
nales Strafrecht), 1（68.

（
23
）　O

uChan Choi, N
otw
ehr und „gesellschaftliche Sitten

“, Freiburger D
iss., 1（88.

（
24
）　Y

ongSik Lee, Entschuldigungsgründe im
 deutschen u. koreanischen Strafrecht, Freiburger D

iss., 1（（2, S. 163; 
Y
oungW

han K
im
, a.a.O

., S. （61 f.

（
25
）　

こ
れ
に
関
し
て
は
、IlSu K

im
, R
echtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen N

otlagen, 
in: Eser/N

ishihara (H
rsg.), Rechtfertigung und Entschuldigung IV

, O
stasiatischdeutsches Strafrechtskolloquium

, 
T
okio, 1（（3, S. 115 (A

nm
. 5), 134.

（
26
）　O

tfried H
öffe, Lexikon der Ethik, 5. A

ufl. 1（（6; 

任
洪
彬
ほ
か
訳
『
道
徳
と
人
倫
』（
一
九
九
八
年
）
一
二
三
頁
以
下
、 

加
藤

尚
武
ほ
か
（
李
信
哲
訳
）『
ヘ
ー
ゲ
ル
事
典
』（
二
〇
〇
九
年
）
三
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
2（
）　Radbruch, Rechtsphilosophie, 5. A

ufl. 1（56, S. （8; Roxin, Einige Bem
erkungen zum

 V
erhältnis von Rechtsidee 
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und Rechtsstoff in der System

atik unseren Strafrechts, in: RadbruchGedächtnisschrift, 1（68, S. 264.

（
28
）　Roxin, K

rim
inalpolitik und Strafrechtssystem

, S. 25.
（
2（
）　

た
と
え
ば
、
韓
国
刑
法
第
三
一
〇
条
に
規
定
さ
れ
た
名
誉
毀
損
罪
の
違
法
性
阻
却
事
由
な
ど
。

（
30
）　O

uChan Choi, N
otw
ehr und „gesellschaftliche Sitten

“, 1（88, S. 16（.
（
31
）　

裵
鍾
大
「
刑
法
第
二
〇
条
正
当
行
為
に
お
け
る
『
そ
の
他
社
会
常
規
』
の
意
味
」
月
刊
高
試
一
九
九
一
年
九
月
号
九
二
頁
。

（
32
）　

金
日
秀
・
前
掲
注（
5
）六
二
五
頁
。

（
33
）　

大
法
院
判
決
一
九
八
三
年
三
月
八
日
・
八
二

三
二
四
八
、
大
法
院
判
決
一
九
八
六
年
一
〇
月
二
八
日
・
八
六

一
七
六
四
、
大
法

院
判
決
一
九
八
八
年
一
一
月
八
日
・
八
八

一
五
八
〇
、
大
法
院
判
決
一
九
九
二
年
九
月
二
五
日
・
九
二

一
五
二
〇
。

（
34
）　

金
日
秀
＝
徐
輔
鶴
『
刑
法
総
論
（
第
九
版
）』（
二
〇
〇
三
年
）
三
七
九
頁
。

（
35
）　

李
炯
國
・
前
掲（
2
）三
二
六
頁
、
李
在
祥
『
刑
法
総
論
全
訂
版
』（
一
九
九
一
年
）
二
三
一
頁
。

（
36
）　

車
鏞
碩
『
刑
法
総
論
講
義
Ⅰ
』（
一
九
八
四
年
）
四
七
二
頁
、
黄
山
徳
『
刑
法
総
論
七
訂
版
』（
一
九
八
二
年
）
一
五
二
頁
。

（
3（
）　

大
法
院
判
決
一
九
八
三
年
五
月
二
四
日
・
八
三

九
四
二
。
被
害
者
が
被
告
人
に
つ
き
ま
と
い
な
が
ら
執
拗
に
喧
嘩
を
売
っ
て
く
る

の
を
防
ご
う
と
し
て
被
告
人
が
被
害
者
の
喉
首
を
つ
か
ま
え
て
押
し
倒
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
通
念
上
容
認
さ
れ
る

行
為
と
し
て
違
法
性
が
な
い
。

（
38
）　

金
日
秀
「
勤
労
者
の
争
議
行
為
と
業
務
妨
害
罪
」
高
麗
法
学
第
三
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
七
頁
以
下
。

（
3（
）　

た
と
え
行
為
者
が
他
人
の
名
誉
を
毀
損
し
た
と
し
て
も
、
摘
示
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
公
共
の
利
益
の
た
め
の
も

の
で
あ
る
と
き
に
は
、
利
益
衡
量
の
観
点
か
ら
個
人
の
利
益
よ
り
公
益
が
優
先
的
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
、
許
さ

れ
た
危
険
の
原
理
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
40
）　

大
法
院
判
決
一
九
八
九
年
二
月
一
四
日
・
八
八

八
九
九
（
教
会
担
当
牧
師
を
教
籍
剝
奪
処
分
に
す
る
と
い
う
趣
旨
の
教
団
傘
下
裁

判
委
員
会
の
判
決
文
を
複
写
し
、
信
徒
ら
に
配
布
し
た
行
為
は
、
真
実
を
摘
示
し
た
も
の
と
し
て
、
教
団
ま
た
は
そ
の
傘
下
教
会
所
属
の

信
徒
等
の
た
め
の
公
共
の
利
益
に
か
な
う
も
の
と
い
え
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
、
社
会
常
規
に
背
か
な
い
行
為
に
該
当
す
る
）。

（
41
）　

李
炯
國
・
前
掲（
2
）二
七
八
頁
。

（
42
）　

大
法
院
判
決
一
九
七
八
年
四
月
一
一
日
・
七
七

三
一
四
九
。
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（
43
）　Günther, Strafrechtsw

idrigkeit und Strafunrechtsaus schluß, 1（83, S. 326 ff.
（
44
）　

金
日
秀
・
前
掲
注（
38
）三
八
頁
。

（
45
）　

劉
基
天
・
前
掲
注（
3
）一
九
四
頁
、
南
興
祐
・
前
掲
注（
21
）一
二
一
頁
。

（
46
）　

黄
山
徳
・
前
掲
注（
36
）一
五
六
頁
、
孫
海
睦
「
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
原
理
」『
刑
事
法
講
座
Ⅰ
』（
一
九
八
一
）
三
〇
五
頁
、
李
炯

國
・
前
掲（
2
）二
八
四
頁
、
李
在
祥
・
前
掲（
35
）二
五
六
頁
、
金
日
秀
・
前
掲
注（
38
）五
九
九
頁
。


